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仕   様   書

1件 名

飛行場オニ トロ帯等整備役務

2 実施場所         |   ,
千葉県木更津市吾妻地先 陸上自衛隊木更津駐屯地内

3 実施概要
タイヤローラー転圧 6,400ぽ

4 -般事項

(1)本仕様書及び図面等は、 「飛行場オー トロ帯等整備役務」について必要な事項を規定する。

(2)本仕様書の記載事項に疑義を生じた場合は、監督官と協議する。

(3)現場の納まり及び取り合わせ等により軽微な変更の必要性が生じた場合は監督官と協議し、そ
の指示により実施する。ただしく原則として請負金額の増減、納期の延長はしないものする。

(4)請負業者は現場代理人及び主任技術者を指名し、関係諸法令に従い本役務の施工計画の作成、
工程管理、品質管理及び作業に従事する者の技術上の指導監督を行うと共に、常に整理整頓を行
い、特に危険箇所の点検を行う等の事故防止に努めること。なお、工事災害等は請負業者が自ら

その責を負うものとする:

(5)設計図書に示された機能及び目的を完全に満たし、実施に当たつて当然必要と思われる事項

は、官側の指示を受け請負業者の責任において実施すること。また、作業中在来部分等に損傷を

与えた場合は、請負業者の責任におぃて復旧を実施するほか、それに伴う損害を補償しなければ

ならない。

(6)他菫着唇膏鰭窯着L事裔準を奨兌じえ書鼎房酉箕誓襲鬱李とき冒F詈電臀膜墓奏苧校活テみ窯
かに原版と共に整理し提出する。

(7)本件の実施日は、土曜日、日曜日、及び祝日は原則作業不能日とするが、官側の指示による。

(8)す管青年急蒼奪露で書蕊房縮訣塚麗蔦与百蒻曇脊碁磐言モ|こ畠ム糞署鷲蚤ビ稽奎τアこ雰空啓嚢
置する。その場合の支払い方法は別に示す。

(9)本役務において、役務受注者が役務従事者との下請負契約を実施する場合は、着手後速やかに

施工体制台帳を提示し、官側の確認を得ること。また、官側より是正を求められた場合は速やか

に是正し、再提示すること。なお、外国人建設就労者を作業に従事させる場合は官側より指示さ

れた書類を提出の上、官側からの許可を得た後作業に従事させること。

5 特記事項
(1)オ■ トロ帯等整備

ア 整備器材諸元
タイヤロ‐ラー 10t 自走式

イ 転圧回数
2回

(2)その他
ア 実施日は、官側と協議 し決定すること。

イ 作業に際し、請負業者の負担により無線機を用意すること。また、飛行場地区の進入等につ

いては管制塔の指示に従い作業を行 うこと。

5年 1月 お 日



東 京 湾
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図示のとお り
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